
- 1 -

新
規
の
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
地
域
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
六
年
三
月
十
八
日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政

令
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境

省
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
タ
リ
ア
、
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
カ
ナ
ダ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ

イ
ン
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
大
韓
民
国
、
チ
ェ
コ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド

イ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ

ン
ス
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

ク

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


